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第７章 介護保険料の考え方  

１ 介護保険給付費等の見込み 

（１）総給付費 

計画期間における利用量の動向を踏まえた各サービス別保険給付費の見込みは、次の

とおりです。年間総給付費は、平成３０年度の３２.８７億円から平成３２年度には３５.

０１億円へ約６.５%の増加が見込まれます。 

（単位：千円） 

 
平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31 年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 
合計 

平成 37年度 

(2025 年度) 

①介護給付費合計 3,221,400  3,261,333  3,428,160  9,910,893 3,738,810 

②予防給付費合計 65,660  68,371  73,489  207,520 81,554 

①＋② 総給付費 3,287,060 3,329,704 3,501,649 10,118,413 3,820,354 

 

① 介護給付費                         （単位：千円） 

  
平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 37 年度 

(2025 年度) 

（１）居宅サービス   

  訪問介護 186,469 191,907 197,360  221,129 

  訪問入浴介護 13,984 14,597  15,203 16,752 

  訪問看護 42,644 45,249  47,841 52,132 

  訪問リハビリテーション 1,899 2,652 2,652 3,404 

  居宅療養管理指導 15,510 15,647 16,156 18,236 

  通所介護 309,163  315,417  324,592  338,745 

  通所リハビリテーション 100,478  104,970  110,544  113,730 

  短期入所生活介護 52,336  51,960  52,878  60,742 

  短期入所療養介護 11,202  11,207  11,207 11,207 

  福祉用具貸与 56,939  60,016  61,291  70,638 

  特定福祉用具販売 2,360  2,360  2,360  2,360 

  住宅改修 4,986  4,986  4,986  4,986 

  特定施設入居者生活介護 217,462  223,422  231,148  237,052 

（２）地域密着型サービス  

  

  

  

  

  

定期巡回・随時対応型 
訪問介護看護 

20,203  20,212  20,212  20,212 

夜間対応型訪問介護 0  0  0  0 

認知症対応型通所介護 10,816  12,822  13,641  16,461 

小規模多機能型居宅介護 86,596  91,487  91,770  95,501 

認知症対応型共同生活介護 211,351  210,735  263,177  314,621 

＊ 
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平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 37 年度 

(2025 年度) 

  
地域密着型特定施設入居者 
生活介護 

0  0  0  0 

  
地域密着型介護老人福祉施設 
入所者生活介護 

0  0  0  0 

  看護小規模多機能型居宅介護 0  0  65,463  68,890 

  地域密着型通所介護 131,506  139,207  152,766  175,919 

（３）施設サービス  

  介護老人福祉施設 573,862  574,119  574,119  637,401 

  介護老人保健施設 699,366  696,129  696,129  736,146 

  介護医療院 0  96,152  181,785  408,836 

  介護療養型医療施設 366,019  270,030  184,398  0 

（４）居宅介護支援 106,249  106,050  106,482  113,710 

①介護給付費合計 3,221,400  3,261,333  3,428,160  3,738,810 

 

② 予防給付費                         （単位：千円） 

  
平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 37 年度 

(2025 年度) 

（１）介護予防サービス  

  介護予防訪問入浴介護 0  0  0  0 

  介護予防訪問看護 3,763  4,010  4,256  4,501 

  
介護予防訪問 
リハビリテーション 

0  0  0  0 

  介護予防居宅療養管理指導 1,152  1,139 1,228  1,430 

  
介護予防通所 
リハビリテーション 

26,194  27,623  30,657  35,333 

  介護予防短期入所生活介護 1,181 1,182  1,182  1,654 

  介護予防短期入所療養介護 0  0  0  0 

  介護予防福祉用具貸与 6,344  6,648  6,951  7,863 

  特定介護予防福祉用具販売費 868 868  868  868 

  介護予防住宅改修 2,462  2,462  2,656  3,272 

 

介護予防特定施設入居者生活

介護 
6,607 7,051  7,491  8,184 

（２）地域密着型介護予防サービス  

  
介護予防認知症対応型 
通所介護 

0  0  0  0 

  
介護予防小規模多機能型 
居宅介護 

3,947 4,398  5,368  5,817 

  
介護予防認知症対応型 
共同生活介護 

0  0  0  0 

（３）介護予防支援 13,142  12,990  12,832  12,622 

②予防給付費合計 65,660  68,371  73,489  81,544 



117 

（２）標準給付費 

介護給付と予防給付の居宅（介護予防）サービス、地域密着型サービス、施設サービ

スの給付費見込を合計したものに、特定入所者介護サービス費等給付額、高額介護サー

ビス費等給付額、高額医療合算介護サービス費等給付額、算定対象審査支払手数料を加

えた金額が「標準給付費見込額」になります。 

（単位：千円） 

 

平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 
合計 

平成37年度 

(2025年度) 

①総給付費 
（一定以上所得者負担
の調整後）（a－b＋c） 

3,286,021 3,368,047 3,583,932 10,238,000 3,910,146 

 
総給付費：a 3,287,060 3,329,704 3,501,649 10,118,413 3,820,354 

 

一定以上所得者の利
用者負担の見直しに
伴う財政影響額:b 

1,039 1,614 1,757 4,410 1,896 

 
消費税率等の見直し
を勘案した影響額:c 

0 39,957 84,040 123,997 91,688 

②特定入所者介護  
サービス費等給付額 

125,630 125,675 125,675 376,980 140,756 

③高額介護サービス費
等給付額 

83,400 84,454 85,459 253,313 120,648 

④高額医療合算介護 
サービス費等給付額 

9,548 9,753 10,054 29,355 12,669 

⑤ 
算定対象審査支払手数料 

3,772 3,854 4,100 11,726 4,920 

標準給付費見込額 3,508,371 3,591,783  3,809,220  10,909,374 4,189,139 

※「消費税率等の見直しを勘案した影響額」 

平成３１年１０月に予定されている消費税増税と、平成２９年１２月８日に閣議決定された「新しい

経済政策パッケージ」おける「介護サービス事業所における勤続年数１０年以上の介護福祉士につい

て月額平均８万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費１,０００ 億円程度を投じ、処遇改

善を行う。」と計画されていることへの影響額を勘案した費用を算定しています。 

 

 

（３）地域支援事業費 

地域支援事業は、介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業・任意事業で

構成されています。 

（単位：千円） 

 
平成 30年度 

(2018年度) 

平成 31年度 

(2019年度) 

平成 32年度 

(2020年度) 
合計 

平成37年度 

(2025年度) 

地域支援事業 109,914  111,562  117,498  338,974  128,270 

 介護予防・日常生活 
支援総合事業費 

57,765  58,631  61,751  178,147  67,412 

 包括的支援事
業・任意事業費 

52,149  52,931  55,747  160,827  60,858 
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２ 第７期介護保険料 

（１）第１号被保険者の保険料負担 

介護給付を行うための財源は、公費（国・県・市）と保険加入者の保険料で賄われ

ています。保険給付費は原則として５０%を公費で、残る５０％を第１号被保険者（６

５歳以上の方）と第２号被保険者（４０ 歳以上６５歳未満の医療保険加入者）から

徴収する保険料で賄うこととなっています。地域支援事業の包括的支援事業等につい

ては第２号被保険者の負担はありません。 

第１号被保険者の総給付費に対する負担率は、全国の第１号被保険者と第２号被保

険者の人口比率により３年ごとに決定します。第６期の第１号被保険者の負担率は２

２％でしたが、第７期は高齢者数の増加により２３％になり、第２号被保険者は２７％

となっています。 

 

【介護給付費（介護予防給付費）の負担区分】 

 

 

【地域支援事業の負担区分】 

 

第1号 

被保険者 

(65歳以

上） 

23.0% 

第2号 

被保険者 

(40～64

歳） 

27.0% 

市 

 12.5% 

県 

 17.5% 

国 

 15.0% 

調整交付

金(国） 

5.0% 

施設サービス 

第１号 

被保険者 

(65歳以

上） 

23.0% 

第2号 

被保険者 

(40～64

歳） 

27.0% 

市 

 12.5% 

県 

 12.5% 

国 

 20.0% 

調整交付

金(国）

5.0% 

介護予防・日常生活支援総合事業 

第1号 

被保険者 

(65歳以

上） 

23.0% 

市 

19.25% 

県 

19.25% 

国 

 38.5% 

包括的支援事業・任意事業 

第1号 

被保険者 

(65歳以

上） 

 23.0% 

第2号 

被保険者 

(40～64

歳） 

 27.0% 
市 

 12.5% 

県 

 12.5% 

国 

 20.0% 

調整交付

金(国） 

5.0% 

施設以外のサービス 
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（２）調整交付金（年齢区分の見直し） 

  介護給付費等における国の負担割合の２５％うち５％（全国平均）は調整交付金と

して支出されます。調整交付金は、市町村の努力では対応できない第１号保険料*の

格差を調整する目的で設けられており、後期高齢者加入割合（要介護リスクの高い７

５歳以上の被保険者が第１号被保険者総数に占める割合）と、所得段階別の第１号被

保険者の分布状況（所得段階別の加入割合）の違いによる格差を是正するために交付

されます。 

  後期高齢者の加入割合が全国平均よりも高い場合は、より多く保険給付を見込む必

要があり保険料の増加につながるため、これを軽減する目的で調整交付金が多く交付

されます。また、所得段階別の人数構成を全国平均と比較し、所得段階が低い方の割

合が高ければ保険料の収入減になるため、調整交付金は多く交付されます。 

  今回の調整交付金に係る年齢区分の見直しは、今後７５歳以上人口が増加し、後期

高齢者加入割合のばらつきが縮小すると予想されることから、交付基準の年齢区分を、

２区分（①６５歳～７４歳、②７５歳以上）から３区分（①６５歳～７４歳、②７５

歳～８４歳、③８５歳以上）へと細分化され、特に年齢が高い高齢者が多い市町村に

対して更に重点的に配分されることになりました。第７期（平成３０年～３２年度）

に関しては、激変緩和措置として、２区分と３区分を２分の１ずつ組み合わせること

になりますが、平成３３年度以降は完全に３区分となる予定となっています。 

本市では被保険者における後期高齢者加入割合が全国平均よりも高く、所得段階別

の人数割合では高い方の割合が全国平均よりも低いため、交付割合は５％を上回って

います。 

第７期介護保険事業計画においては、本市の調整交付金の交付割合を７.１２％（３

か年平均）と推計しており、５％との差である２.１２％分は第１号被保険者の負担

割合（２３％）の軽減につながっています。 

 

（３）介護給付費準備基金* 

保険者である市町村は、介護給付費準備基金を設けて給付費の不足が生じた場合に

は取崩しを行うなど、被保険者に安定して保険給付を提供するよう努めています。 

基金は保険財政の安定を図るために大切な役割を果たしていますが、必要以上の基

金残高を保有することは、保険給付のためにお預かりした保険料の使途目的として適

切ではないので、第７期においては、安定的な保険運営のために必要な額を除いて取

り崩し、保険料負担の軽減を図ります。 
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３ 保険料の所得段階別設定 

所得段階の設定については、国の基準段階区分を基本とし、低所得者の保険料の軽

減を図るとともに、市町村民税本人課税層の区分を細分化して応能負担に応じた保険

料の設定を行うため、第６期の段階区分を継続して１０区分とします。 

 

①市町村民税非課税世帯である第１段階は、国及び県とともに公費を投入して、国の

標準保険料率０.５０を０.４５に引き下げ、低所得者の保険料の軽減を図ります。 

 

②市町村民税非課税世帯である第２段階は、第６期の特例による軽減保険料率を一部

継続し、国の標準保険料率０.７５を０.７０に引き下げます。 

※第６期の第２段階は、国の標準保険料率０.７５を０.６５に引き下げ 

 

③市町村民税課税されている第９段階のうち、前年の合計所得金額５００万円以上に

ついては、第６期と同様に１段階増設を継続して第１０段階とし、国の標準保険料率

１.７０を１.９０に引き上げます。 

 

【第１号被保険者保険料の標準所得段階区分・低所得者軽減（国基準）平成３０～３２年度】 
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【本市の第１号被保険者保険料の所得段階区分 平成３０～３２年度】 

 

 

  



122 

        介護保険料段階（平成３０～３２年度）     (単位:円) 

所得段階 対象者 計算式 
保険料 
（月額） 

保険料 
（年額） 

第 1段階 

◇生活保護受給者  

◇老齢福祉年金（※1）受給者で市町村民税

非課税の人 

◇市町村民税非課税世帯で、公的年金等の収

入額(※2)と合計所得金額（※3）（長期・

短期譲渡所得の特別控除額を控除した額。

以下同じ。）から公的年金等雑所得を控除

した金額の合計額が年間80万円以下の人 

基準額× 

0.45 

(※4) 

2,430 29,160 

第 2段階 

◇市町村民税非課税世帯で、公的年金等の収

入額と合計所得金額から公的年金等雑所

得を控除した金額の合計額が年間 80 万円

を超え 120 万円以下の人 

基準額× 

0.70 
3,780 45,360 

第 3段階 

◇市町村民税非課税世帯で、公的年金等の収

入額と合計所得金額から公的年金等雑所

得を控除した金額の合計額が年間120万円

を超える人 

基準額× 

0.75 
4,050 48,600 

第 4段階 

◇市町村民税課税世帯で、本人に市町村民税

が課税されていない人のうち、公的年金等

の収入額と合計所得金額から公的年金等

雑所得を控除した金額の合計が年間 80 万

円以下の人 

基準額× 

0.90 
4,860 58,320 

第 5段階 

◇市町村民税課税世帯で、本人に市町村民税

が課税されていない人のうち、公的年金等

の収入額と合計所得金額から公的年金等

雑所得を控除した金額の合計が年間 80 万

円を超える人 

基準額× 

1.00 
5,400 64,800 

第 6段階 
◇本人に市町村民税が課税されていて、合計

所得金額が年間 120万円未満の人 

基準額× 

1.20 
6,480 77,760 

第 7段階 

◇本人に市町村民税が課税されていて、合計

所得金額が年間 120 万円以上 200 万円未満

の人 

基準額× 

1.30 
7,020 84,240 

第 8段階 

◇本人に市町村民税が課税されていて、合計

所得金額が年間 200 万円以上 300 万円未満

の人 

基準額× 

1.50 
8,100 97,200 

第 9段階 

◇本人に市町村民税が課税されていて、合計

所得金額が年間 300 万円以上 500 万円未満

の人 

基準額× 

1.70 
9,170 110,160 

第 10 段階 
◇本人に市町村民税が課税されていて、合計

所得金額が年間 500万円以上の人 

基準額× 

1.90 
10,260 123,120 

（※1） 老齢福祉年金 … 明治４４年４月１日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や他の年
金を受給できない人に支給 

（※2） 公的年金等の収入額…老齢・退職年金等の課税年金収入額で、障害年金・遺族年金等の非課税
年金収入額は含みません。 

（※3） 合計所得金額…収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出され、医療
費控除や扶養控除、社会保険料控除などの所得控除をする前の金額です。 

（※4） 公費負担による低所得者の保険料軽減が実施された保険料率（0.05引き下げ） 
 
     が保険料基準額（調整率１．００） 
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４ 保険料基準額の算定方法 

第７期保険料基準額の算定は下記のとおりです。 

今後３年間の標準給付費見込額（Ａ）と地域支援事業費見込額（Ｂ）の合計に

第１号被保険者負担割合（２３％）を乗じて第１号被保険者負担分相当額（Ｅ）

を求めます。 

本来の交付割合による調整交付金相当額と実際に交付が見込まれる調整交付金見込 

額の差（Ｆ－Ｇ）を加算し、基金取崩の額（Ｋ）を差し引きます。 

この保険料収納必要額（Ｌ）を予定保険料収納率（Ｍ）と所得段階別加入割合補正

後被保険者数（Ｎ）、月数（１２月）で割ったものが第１号被保険者料基準額（月額）

となります。 

（単位：円） 

  
第７期 

平成37年度 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 合計 

（A)標準給付費見込額  3,508,371,000  3,591,783,000  3,809,220,000  10,909,374,000  4,189,139,000  

（B)地域支援事業費見込額（C+D)  109,914,000  111,562,000  117,498,000  338,974,000  128,270,000  

  
（C)介護予防・日常生活支援総合事業費 57,765,000  58,631,000  61,751,000  178,147,000  67,412,000  

（D)包括的支援事業・任意事業費  52,149,000  52,931,000  55,747,000  160,827,000  60,858,000  

（E）第1号被保険者負担分相当額（A＋B)×23％ 832,205,550  851,769,350  903,145,140  2,587,120,040  1,079,352,250  

（F)調整交付金相当額（A＋C）×5％  178,306,800  182,520,700  193,548,550  554,376,050  212,827,550  

（G)調整交付金見込額（A+C）×（H) 256,049,000  259,179,000  274,839,000  790,067,000  313,282,000  

（H)調整交付金見込交付割合 7.18% 7.10% 7.10% 

（交付割合算出式） 

28％－（23％×I×J) 

7.36% 

  

（I)後期高齢者加入割合補正係数 (2区分＋3区分）/2 0.9355  0.9393  0.9392  0.9362  

  
後期高齢者加入割合補正係数（2区分） 0.9566  0.9602  0.9584    

後期高齢者加入割合補正係数（3区分） 0.9143  0.9184  0.9199  0.9362  

（J)所得段階別加入割合補正係数  0.9675  0.9675  0.9675  0.9672  

（K)介護給付費準備基金取崩額       112,600,000  0  

（L)保険料収納必要額（E)＋（F)-（G)-（K)       2,238,829,090  978,897,800  

（M)予定保険料収納率  99.00% 99.00% 

（N)所得段階別加入割合補正後被保険者数 11,630  11,634  11,638  34,902  11,212  

月額保険料（L)÷（M)÷（N)÷12か月       5,400  7,349  

 

【保険料基準額５，４００円の内訳】          （単位：円） 

区  分 保険料 割合 

総給付費（Ａ） 5,111 90％ 

 

在宅サービス 1,933 （34%） 

居住系サービス 696 （12%） 

施設サービス 2,482 （44%） 

その他給付費（Ｂ） 372 7% 

地域支援事業費（Ｃ） 188 3% 

保険料収納必要額(月額） (A)+（B）+(C) 5,671 100% 

準備基金取崩額 △ 271  

基準保険料額（月額） 5,400  
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【所得段階別第１号被保険者及び所得段階別加入割合補正後被保険者数】     （単位：人） 

  

第７期 
平成 37年度 

(2025 年度) 
平成 30年度 

(2018年度) 

平成 31年度 

(2019年度) 

平成 32 年度 

(2020 年度) 
合計 

加入者数 構成比 加入者数 構成比 加入者数 構成比 加入者数 構成比 加入者数 構成比 

第 1段階 2,255  18.7% 2,256  18.7% 2,256  18.7% 6,767  18.7% 2,173  18.7% 

第 2段階 1,397  11.6% 1,397  11.6% 1,398  11.6% 4,192  11.6% 1,347  11.6% 

第 3段階 1,120  9.3% 1,120  9.3% 1,121  9.3% 3,361  9.3% 1,080  9.3% 

第 4段階 1,153  9.6% 1,153  9.6% 1,153  9.6% 3,459  9.6% 1,111  9.6% 

第 5段階 1,616  13.4% 1,617  13.4% 1,617  13.4% 4,850  13.4% 1,558  13.4% 

第 6段階 1,888  15.7% 1,888  15.7% 1,889  15.7% 5,665  15.7% 1,820  15.7% 

第 7段階 1,513  12.6% 1,513  12.6% 1,514  12.6% 4,540  12.6% 1,458  12.5% 

第 8段階 625  5.2% 625  5.2% 625  5.2% 1,875  5.2% 603  5.2% 

第 9段階 301  2.5% 302  2.5% 302  2.5% 905  2.5% 291  2.5% 

第 10段階 184  1.5% 184  1.5% 184  1.5% 552  1.5% 177  1.5% 

合計 12,052  100.0% 12,055  100.0% 12,059  100.0% 36,166  100.0% 11,618  100.0% 

所得段階別

加入割合補

正後被保険

者数 

11,630    11,634    11,638    34,902    11,212    

所得段階別加

入割合補正後

被保険者数の

計算式 

0.5×第 1段階人数＋0.7×第 2段階人数＋0.75×第 3段階人数＋0.9×第 4段階人数
＋1.0×第 5段階人数＋1.2×第 6段階人数＋1.3×第 7段階人数＋1.5×第 8段階人数
＋1.7×第 9段階人数＋1.9×第 10段階人数 

 

【基準に対する割合】 

  
平成 30～32 年度 

(2018～2020 年度) 

平成 37年度 

(2025 年度) 

第 1段階 0.50 0.50 

第 2段階 0.70 0.70 

第 3段階 0.75 0.75 

第 4段階 0.90 0.90 

第 5段階 1.00 1.00 

第 6段階 1.20 1.20 

第 7段階 1.30 1.30 

第 8段階 1.50 1.50 

第 9段階 1.70 1.70 

第 10段階 1.90 1.90 

  


